
印刷日：2023/5/29 14:21 個人情報ファイル簿

管理番号 F市民課01
個人情報ファイルの名
称

住民基本台帳

部　署 市長　市民部　市民課
個人情報ファイルの利
用目的

住民基本台帳の記録及び管理

記録項目 【共通情報】共通情報【基本事項】個人識別符号、氏名、性別、住所、生年月日、本籍、国籍【家庭生活】家庭状況、親族関係、
婚姻、居住状況、続柄【要配慮個人情報】社会的身分

記録範囲 秩父市に住民登録を有する者

記録情報の収集方法 本人の届出、他市町村からの通知

要配慮個人情報（・条例
要配慮個人情報）が含
まれるときは、その旨

要配慮個人情報を含む

記録情報の経常的提供
先

実施機関内、団体外の行政機関等

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

秩父市総務部総務課　〒368-8686　埼玉県秩父市熊木町8番15号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該
当するファイル

有

行政機関等匿名加工情
報の提案募集をする個
人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情
報の概要

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができる
期間

－

備考

管理番号 個人情報取扱事務名称
利用個人情報取扱事務は登録されていません。
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印刷日：2023/5/29 14:21 個人情報ファイル簿

管理番号 F市民課02
個人情報ファイルの名
称

印鑑登録

部　署 市長　市民部　市民課
個人情報ファイルの利
用目的

印鑑登録の記録及び管理

記録項目 【共通情報】共通情報【基本事項】氏名、性別、住所、生年月日【印鑑登録番号】

記録範囲 秩父市に住民登録を有する者

記録情報の収集方法 本人の申請・届出

要配慮個人情報（・条例
要配慮個人情報）が含
まれるときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供
先

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

秩父市総務部総務課　〒368-8686　埼玉県秩父市熊木町8番15号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該
当するファイル

有

行政機関等匿名加工情
報の提案募集をする個
人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情
報の概要

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができる
期間

－

備考

管理番号 個人情報取扱事務名称
利用個人情報取扱事務は登録されていません。
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印刷日：2023/5/29 14:21 個人情報ファイル簿

管理番号 F市民課03
個人情報ファイルの名
称

個人番号申請・交付管理システム

部　署 市長　市民部　市民課
個人情報ファイルの利
用目的

個人番号カードの申請・交付の記録及び管理

記録項目 【共通情報】共通情報【基本事項】氏名、性別、住所、生年月日、国籍

記録範囲 秩父市に住民登録を有する者

記録情報の収集方法 地方公共団体情報システム機構(J－LIS)による情報提供

要配慮個人情報（・条例
要配慮個人情報）が含
まれるときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供
先

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

秩父市総務部総務課　〒368-8686　埼玉県秩父市熊木町8番15号 

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該
当するファイル

有

行政機関等匿名加工情
報の提案募集をする個
人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情
報の概要

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができる
期間

－

備考

管理番号 個人情報取扱事務名称
利用個人情報取扱事務は登録されていません。
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印刷日：2023/5/29 14:21 個人情報ファイル簿

管理番号 F市民課04
個人情報ファイルの名
称

戸籍簿

部　署 市長　市民部　市民課
個人情報ファイルの利
用目的

戸籍簿の記録及び管理

記録項目 【共通情報】共通情報【基本事項】氏名、性別、住所、生年月日、本籍、国籍【家庭生活】家庭状況、親族関係、婚姻、居住状
況、続柄【要配慮個人情報】社会的身分

記録範囲 秩父市に本籍を有する者

記録情報の収集方法 本人からの届出、他市町村からの通知

要配慮個人情報（・条例
要配慮個人情報）が含
まれるときは、その旨

要配慮個人情報を含む

記録情報の経常的提供
先

実施機関内、団体外の行政機関等

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

秩父市総務部総務課　〒368-8686　埼玉県秩父市熊木町8番15号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該
当するファイル

有

行政機関等匿名加工情
報の提案募集をする個
人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情
報の概要

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができる
期間

－

備考

管理番号 個人情報取扱事務名称
利用個人情報取扱事務は登録されていません。
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印刷日：2023/5/29 14:21 個人情報ファイル簿

管理番号 F市民課05
個人情報ファイルの名
称

住居表示

部　署 市長　市民部　市民課
個人情報ファイルの利
用目的

住居表示の管理

記録項目 【基本事項】氏名、住所

記録範囲 秩父市住居表示地区に居住する者及び住居表示申請者等

記録情報の収集方法 実態調査

要配慮個人情報（・条例
要配慮個人情報）が含
まれるときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供
先

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

秩父市総務部総務課　〒368-8686　埼玉県秩父市熊木町8番15号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該
当するファイル

有

行政機関等匿名加工情
報の提案募集をする個
人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情
報の概要

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができる
期間

－

備考

管理番号 個人情報取扱事務名称
利用個人情報取扱事務は登録されていません。
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印刷日：2023/5/29 14:22 個人情報ファイル簿

管理番号 F市民生活課01
個人情報ファイルの名
称

免許返納者利用券交付申請書

部　署 市長　市民部　市民生活課
個人情報ファイルの利
用目的

秩父地域運転免許証返納者公共交通利用券交付事務における本人の資格審査のため使用する

記録項目 氏名、住所、電話番号、生年月日、

記録範囲 秩父地域運転免許証返納者公共交通利用券交付申請書を提出した者

記録情報の収集方法 申請

要配慮個人情報（・条例
要配慮個人情報）が含
まれるときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供
先

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

秩父市総務部総務課　〒368-8686　埼玉県秩父市熊木町8-15

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該
当するファイル

有

行政機関等匿名加工情
報の提案募集をする個
人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情
報の概要

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができる
期間

－

備考

管理番号 個人情報取扱事務名称
利用個人情報取扱事務は登録されていません。
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印刷日：2023/5/29 14:22 個人情報ファイル簿

管理番号 F生涯学習課01
個人情報ファイルの名
称

公民館講座・クラブ申込書

部　署 市長　市民部　生涯学習課
個人情報ファイルの利
用目的

公民館の講座・クラブ申込者を把握するために利用する。

記録項目 氏名、性別、住所、電話番号

記録範囲 公民館の講座・クラブ申込書を提出した者。（現年度及び前年度）

記録情報の収集方法 本人による申請

要配慮個人情報（・条例
要配慮個人情報）が含
まれるときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供
先

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

（名称）秩父市総務部総務課（所在地）368-8686埼玉県秩父市熊木町8-15

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該
当するファイル

行政機関等匿名加工情
報の提案募集をする個
人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情
報の概要

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

－

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができる
期間

－

備考

管理番号 個人情報取扱事務名称
利用個人情報取扱事務は登録されていません。
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印刷日：2023/5/29 14:22 個人情報ファイル簿

管理番号 F図書館01
個人情報ファイルの名
称

図書館利用者管理業務

部　署 市長　市民部　図書館
個人情報ファイルの利
用目的

図書館利用者に資料の貸出、設備の提供等を行い、当該資料等の管理、連絡等の事務処理を行うため。

記録項目 氏名、性別、住所、生年月日、電話番号、

記録範囲 秩父市立図書館利用申込書を出した人

記録情報の収集方法 申請

要配慮個人情報（・条例
要配慮個人情報）が含
まれるときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供
先

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

総務部総務課　〒368ｰ8686　埼玉県秩父市熊木町8ｰ15　

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該
当するファイル

有

行政機関等匿名加工情
報の提案募集をする個
人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

ー

行政機関等匿名加工情
報の概要

ー

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

ー

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができる
期間

ー

備考 なし

管理番号 個人情報取扱事務名称
利用個人情報取扱事務は登録されていません。
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